
「三者検討会」実施フロー

施工者（受注者） 発注者 設計者

三者検討会の必要性判断

発注工事の特記仕様書に三
者検討会の対象工事である
旨を明示

※

設計図書の照査・現地踏査

照査後質問書（様式１）の
提出及び三者検討会の開催
の要請

参加者の日程調整及び設計
者への参加依頼
（様式２）参考

・現地踏査や照査結果の報告 ・会議の進行 ・設計条件、意図及び施工
・施工計画立案に際しての疑 ・事業目的及び協議調整状況 　上の留意点の説明
　問点や確認点の説明 　や現地条件等の工事全般に ・質問書に対する回答
・技術提案等の説明 　関する注意事項等の説明 など

など ・質問書に対する回答
など

工事着手

　発注時点で三者検討会の必要性なしと判断した場合においても、工事契約後に三者検討会の必要
　性が生じた場合は、三者検討会を開催することができる。その場合はフロー図の※以降による。
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検討事項確認書（様式３）の作成

設計変更（修正設計）の必要性の有無

設計変更の責めが設計者にある場合は、
実施要領第７により修正設計を実施。

工事着手後（必要に応じ、三者検討会開催）

工事請負契約

設計者と随意契約
随契理由書（別紙１）、特記仕様書（別紙２）参考

三者検討会の開催

要

不要


